
６.市民とともに歩むまちづくり�

●広報･広聴活動は、行政の情報を市民に

伝えたり、市民の声を市政に反映させた

りするものであり、市民と行政相互の信

頼関係を築き上げていく上で必要不可欠

なものです。�

●本市では、「広報がまごおり」の発行、

「市政ビデオニュース」の放映、報道機

関を通じての行政情報の提供を行ってい

るほか、ホームページの開設、CATV（ケ

ーブルテレビ）のコミュニティチャンネ

ルで文字放送を実施しています。�

�

●市長対話の実施や、市民の声投書箱及び

ふれあいFAXの設置、さらには、市長

への手紙の実施や、蒲郡民間大使の配置

により、市民の声を幅広く収集して、行

政に反映させるよう努めています。�

●市民のニーズに応え、市民と行政が一体

となった市政の運営を推進していくため

に、市民の望む情報の把握や、より分か

りやすい情報の提供が必要となります。�
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　施　策�

［施策の体系］�

広報・広聴�

�
広
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�

●市民と行政が一体となった市政の実現を

目指し、広報広聴体制の充実と市民参加

の場の確保・充実に努めます。�

　基本方針�

�

�

１ 広報活動�

  ①広報内容の充実�

　　より親しみ、身近に感じる広報紙を目

指し、情報の収集、内容の充実に努めま

す。�

　　また、ボランティアの協力による「声

の広報」、「点訳の広報」を継続します。�

 ②報道機関への協力要請�

　　市政に関する情報をより広く紹介し、

市のイメージアップを図るため、報道機

関への情報提供に努めます。�

 ③情報公開制度の充実�

　　情報公開制度の充実に努めます。�

 ④住民に必要な情報提供�

　　インターネット等を利用した行政情報

提供システムを構築し、ホームページ内

容の一層の充実を図ります。�

２ 広聴活動�

  ①アンケート調査の実施�

　　市民意識調査を実施し、市民ニーズの

把握に努めます。�

 ②市民対話等の充実�

　　市民の声投書箱及びふれあいFAXの設

置、市長への手紙や市長対話等の実施に

より、市民から意見を聴く施策の充実に

努めます。�

 ③市民相談窓口体制の充実�

　　市民の相談の窓口となるよろず相談や、

市民が気軽に利用できる窓口体制の充実

に努めます。�

�

�

１.広報活動�
　①広報内容の充実�
　②報道機関への協力要請�
　③情報公開制度の充実�
　④住民に必要な情報提供�

２.広聴活動�
　①アンケート調査の実施�
　②市民対話等の充実�
　③市民相談窓口体制の充実�

区分� 通数�件数�福祉・�　保育�
保健・�
　医療�

教育・�
　文化�

公共�
　施設�

環境・�
　美化�

海・�
　港湾�

まちなみ・�
　景観�

道路・�
　歩道�

交通・�
　防犯・�
　災害�

産業�
　振興�

観光・�
　競艇�

情報化・�
　行政�

市職員・�
　議員�

まちづくり�
意見・提言�
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